
※助成額は、世帯数や福祉委員の人数によって個別に算出いたします。
   申請方法や助成金の交付額などについては担当係までお問い合わせください。

　福祉委員を配置し、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目的とする「小地域福祉ネット

ワーク活動」に取り組む町内会へ助成金を交付します。

　対象となる活動は、ひとり暮らし高齢者や高齢者を介護する家族、障がい者や子育て家庭

等に対する支援活動や啓発、普及に関わる実践活動です。

合計
　　　　　５０，０００円

基本額

世帯数に応じた加算

福祉委員人数に応じた加算

１５，０００円

２５，０００円

１０，０００円

小地域福祉ネットワーク活動推進事業 

見守り・声かけ訪問活動 

 ひとり暮らし高齢者等

に対する日常的な見守り

や定期的な声かけ訪問に

より、安否確認や状況把

握をしています。 

ふれあいサロン活動 

 お茶を飲みながらお

しゃべりをしたり、介護

予防の体操などを行い、

高齢者等の閉じこもり防

止や健康い増進などにつ

ながっています。 

子どもと高齢者の交流会 

 子どもと高齢者のふれ

あいを通して、高齢者の

生きがいづくりと地域交

流の促進につながってい

ます。 

福祉だよりの発行 

 福祉イベントの案内や

振り込め詐欺等の注意喚

起を掲載し、高齢者世帯

への配布を通して声かけ

にもつながっています。 

４５０世帯、福祉委員１０名 

設置の町内会の場合 

 ここで紹介している活動は

ほんの一例です。地域の実

情に応じてほかにも様々な活

動が展開されています。 

 ご不明な点がありましたら

下記までお気軽にお問い合

わせください。 

地域福祉課地域福祉係 

☎０１２３－２７－２５２５ 


